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本  日  の  日  程  
 

【 13 :45～】  

 ・受付  
  受付後、拡大地図の自宅の位置にシールを貼ってください。  

       シールを貼り終わりましたら、席についてお待ちください。  

 

【 14 :00～】  

・学校長挨拶  

・学校からの説明  

・PTA からの説明  

・質疑応答   

・下校班編成  
 

【下校班編成終了後】 
・学用品購入  

学用品を購入された方から解散となります。  
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６  学校生活について  
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１ 学校の概要について 
 

１ 学校沿革等   明治２２年(1889 年) 並木尋常小学校として創立 

  明治４０年(1907 年) 現在地に新築移転 

 

２ 所在地等   埼玉県さいたま市大宮区三橋２－２０ 

ＴＥＬ  ０４８（６４１）０７９２ 

ＦＡＸ  ０４８（６４４）７３２２ 

H  P  https://mihashi-e.saitama-city.ed.jp/ 
 

３ 児童数    全校児童 １１３３名 ３７学級（令和７年１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

４ 学校教育目標 
 

「よく学び なかよく遊ぶ 心も体もたくましい三橋の子」 
〇よく考える子（知） 〇心豊かな子（徳） 〇たくましい子（体） 〇かかわりを大切にする子（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 

 

５ 一年間の主な行事予定（令和６年度） 
 ４月  始業式・入学式、１年生を迎える会、授業参観・懇談会、引渡訓練 

５月  新体力テスト、５年舘岩自然の教室 

 ６月  プール開き、個人面談 

 ７月  終業式 

   夏休み   

 ８月  始業式 

 ９月  避難訓練 

 １０月  体育授業発表会、６年修学旅行、校外学習（１年生） 

 １１月  個人面談（希望者）、土曜授業公開 

 １２月  終業式 

   冬休み   

 １月  始業式、書きぞめ競書会、避難訓練 

 ２月  授業参観・懇談会 

 ３月  通学班編成、卒業式、修了式 

※予定は変更することがあります。令和７年度の年間行事予定は入学式の日にお配りします。 

※授業参観や学校公開など、保護者の方にご来校いただき、学校での生活の様子をご覧いただ

く機会を設けています。また、懇談会や個人面談は、担任と保護者の方が意見を交換し合う

貴重な機会となります。お忙しい中とは思いますが、ぜひご都合をつけてお越しください。 

 

６ 学級編制について 

○ 令和７年度入学予定児童数 ２００名【６学級】（令和７年１月１日現在） 

           （学級編制の基準：１学級３５人） 

 

 

１年 １５１名 ５学級 

２年 １８２名 ６学級 

３年 ２０５名 ６学級 

４年 １７３名 ５学級 

５年 ２１０名 ７学級 

６年 １９９名 ５学級 

わかくさ １３名 ３学級 
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７ ４月当初の予定について（仮） 

月 日 行事予定 
お迎え

当番 
１年下校時刻 

4 月 8 日(火) 入学式 × 14:30 頃（保護者と下校） 

4 月 9 日(水) 生活朝会（４月） ○ 11:20～11:35 

4 月 10 日(木) ２年以上給食開始 ○ 11:20～11:35 

4 月 11 日(金) １年生を迎える会/通学班会議 ○ 11:20～11:35 

4 月 12 日(土)    

4 月 13 日(日)      

4 月 14 日(月)   ○ 11:35～11:50 

4 月 15 日(火) １年わかくさ参観懇談/集金日 × 11:45 頃（保護者と下校） 

4 月 16 日(水) ２年参観懇談 ○ 11:35～11:50 

4 月 17 日(木) １年給食開始/3・4 年参観懇談 ○ 13:35～13:50 

4 月 18 日(金) 5・6 年参観懇談 ○ 13:35～13:50 

4 月 19 日(土)    

4 月 20 日(日)    

4 月 21 日(月)   ○ 13:35～13:50 

4 月 22 日(火)   ○ 13:35～13:50 

4 月 23 日(水)  ○ 13:35～13:50 

4 月 24 日(木)   ○ 13:35～13:50 

4 月 25 日(金)   ○ 13:35～13:50 

4 月 26 日(土)    

4 月 27 日(日)      

4 月 28 日(月) 小中合同引渡訓練 × 14:15 頃（保護者と下校） 

4 月 29 日(火) 祝 昭和の日    

4 月 30 日(水) 離任式/１年生４時間授業 〇 13:35～13:50 

5 月 1 日(木) さいたま市民の日    

5 月 2 日(金) １年生４時間授業 ○ 13:35～13:50 

5 月 3 日(土) 祝 憲法記念日    

5 月 4 日(日) 祝 みどりの日    

5 月 5 日(月) 祝 こどもの日    

5 月 6 日(火) 振替休日    

5 月 7 日(水)  ○ 13:35～13:50 

5 月 8 日(木) １年生５時間授業開始 ○ 14:30～14:45 

5 月 9 日(金)   ○ 14:30～14:45 

※行事や下校時刻は、変更の可能性があります。入学後のお便りで日程の確認をお願いします。 

 

８ 学校への連絡について 

 （１）電話連絡 

 三橋小学校 ℡．０４８－６４１－０７９２ ※８：１５～１６：４５ 

 （２）欠席等の連絡について 

 入学後の欠席・遅刻等の連絡は、「スクリレ」アプリから送信していただきます。 

 アプリの詳細やインストール方法は、入学式にお知らせいたします。 

 早退やその他の連絡は、連絡帳もご活用ください。 

  ※入学までの学校や教育委員会からのお知らせは、学校安心メールでお知らせします。 

   学校安心メールの登録方法は、就学時健診の資料をご確認ください。 

   （学校安心メールには返信できませんのでご注意ください。） 
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２ 生徒指導について 
 

 三橋小学校では、「みはしっ子のやくそく」を設け、全教職員で共通理解のもと、共通指導にあたって

います。入学前に、お子様と一緒にお読みいただき、校内でのルールや約束について、ご確認下さい。 
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こちらは、令和６年度のものです。「みはしっ子のやくそく」は毎年見直しをしています。 

令和７年度版は、入学後に改めてお配りしますので、その際にまたご確認ください。 



3-1 

３ 学校保健について 
 

１ 保健室の役割 

●救急処置 保健室での処置は、児童が自宅に帰るまで、または救急の場合に医療機関に行くまでの 

応急処置です。治療や継続した処置はできません。下校後に御家庭から医療機関に受診

された場合は、担任までお知らせください。 

●休養   保健室での休養は１時間程度を目安とし、教室等での学習を続けることが難しい場合に

は、早退の連絡をさせていただきます。学校からの連絡がありましたら、できるだけ早

くお迎えをお願いします。また、内服薬の投与はできません。 

●健康相談 お子様のからだのこと、心のこと、何でもお気軽に御相談ください。 

●健康診断 ４～６月は定期健康診断、２学期は秋に歯科健診を実施しています。健診前に健康調査

を実施しています。記入漏れのないよう御協力ください。疾病やその疑いがある時は「結

果のお知らせ」をお渡ししています。お子様の健康の保持増進のために早期受診に御協

力ください。 

 

２ 朝の健康観察 

卒園、そして小学校入学は、大きな環境の変化です。新しい生活に慣れるまで、お子さんの様子に気

をつけてください。いつもと様子が違っているときは、よく話を聞き、無理をさせず御家庭で様子を見

てください。    

 

 

 

 

 

３ 出席停止 

学校保健安全法に基づき、次の病気は「出席停止」扱いとなり、欠席にはなりません。医師の診断を

受けましたら、速やかに学校へ連絡してください。治癒した後の登校についても、必ず医師の指示に従

ってください。なお、診断書等の提出は必要ありません。 

病  名          出 席 停 止 の 期 間 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児は３日）を経

過するまで 

新型コロナウイルス感染症 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するま

で 

麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、

全身状態が良好になるまで 

風しん（三日ばしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後、２日を経過するまで 

その他、溶連菌感染症・感染性胃腸炎（ウイルス性胃腸炎）・手足口病・マイコプラズマ肺炎等につ

いては、医師が出席停止が必要と判定した期間、出席停止となります。 

＜健康観察のポイント＞ 

◯顔色はどうか   ◯食欲はあるか   ◯元気はあるか 

◯体調はどうか（発熱・頭痛・腹痛・悪寒・吐き気などの有無）等 
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４ 独立行政法人日本スポーツ振興センター(しおり 3-4ページ～3-7ページ参照) 

① 学校の管理下で発生した児童の傷病について日本スポーツ振興センターから災害給付金が受けら

れる制度です。全員の加入をお願いします。掛け金の半額（４６０円）が、保護者負担となりま

す。加入については、しおり 3-4 ページの「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給

付制度について」をご確認いただき、しおり 3-6 ページの「日本スポーツ振興センター災害共済

給付契約加入手続きに係るお願い」に記載されている通りに手続きを行うようお願いいたします。

なお、加入同意書の回収は４月８日（火）の入学式後に行います。 

② 医療費の総額が 5000 円以上（保険診療で窓口の支払い金額が 1500 円以上）の場合が対象となり

ますが、保険診療でないもの（交通事故等加害者が医療費を負担した場合等）は対象となりませ

ん。窓口の支払い金額が 1500円未満の場合は子育て支援医療費助成制度を御利用ください。 

③ 市の子育て支援医療費助成制度と重複して給付を受けることはできません。学校の管理下での負

傷で受診される場合は、スポーツ振興センターを優先して利用してください。その際、医療費を

窓口でお支払いいただき、学校に御連絡ください。 

＊さいたま市には日本スポーツ振興センターの災害給付を補うものとして独自の制度が設けられ

ています。しおり 3-8 ページの「さいたま市学校災害救済給付制度について」を御確認ください。 

 

５ アレルギー疾患について（食物アレルギー等）の対応  

① 気管支ぜん息 

・気管支ぜん息があり、症状が重篤な場合は御相談ください。 

 

② 食物アレルギー 

 ・食物アレルギーにより学校給食において除去食等の対応を希望される方に「学校生活管理指導表

（アレルギー疾患用）」を本日お渡しします。原因食物の除去を指導している主治医により記載さ

れたものを３月７日（金）までに学校へ提出してください。 

 ・具体的な対応については、学校と保護者で面談を実施し、対応内容を検討いたします。 

 

[給食での除去食対応の開始までの流れ] 

 新入学保護者説明会 就学時健康診断の際に学校生活管理指導表を受け取り、本日提出が可能な方

は説明会後に養護まで御提出ください。 

        

   

 

  ３月７日(金)まで 学校生活管理指導表を学校に御提出ください。 

 

 

 

  ４月１１日(金)～４月１６日(水) 保護者・管理職・担任・学校栄養士・養護教諭で面談を実施 

します。 

※午後３時３０分～午後４時３０分の間で２０分程度を予定 

  

 ４月１７日(木) １年生給食開始・除去食対応開始（予定） 

本日、学校生活管理指導表を受け取った御家庭は医療機関を受診し、医師に記

入していただいてください。 

学校生活管理指導表を提出していただきましたら、学校栄養士が保護者に連絡

いたします。その際、入学後の面談日時を御相談させていただきます。 
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③ その他 

・「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」は症状や対応に変化がない場合も毎年提出してくだ 

さい。 

・年度途中でアレルギー疾患の発症や、症状の変化により配慮が不要となった場合は、随時、担任 

   に連絡してください。 

 

６ その他 

① 具合が悪くなってお迎えが必要なときやけがをして受診が必要と判断した場合は、家庭へ連絡し     

ます。必ず連絡のつく緊急連絡先を４月配付の緊急連絡票に明記しておいてください。また、お

勤めされている場合は、お勤め先の電話番号を記入していただくようお願いいたします。 

記入後に連絡先の変更があった場合は、必ず担任に知らせてください。 

② 心臓や腎臓の疾患があり、経過観察中のお子様については、入学までに、主治医記載の「学校生

活管理指導表」を学校まで御提出ください。(用紙をお渡ししますので、御連絡ください。) 

その他、お子さんの心や体の健康上、学校での配慮が必要な病気や既往症などありましたら、学

校へお知らせください。 

③ 就学時健康診断で異常の疑いや疾患が見つかった場合は、入学前に受診してください。また、学

校生活を送るうえで、医師から指示を受けた場合は速やかに学校へお知らせください。 

④ 予防接種について、さいたま市教育委員会からお知らせがきています。特に「麻しん・風しん第

２期定期予防接種」はお済みでしょうか。実施期間が令和７年３月３１日までとなっていますの

で御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～身につけてほしい生活習慣～ 

＊朝ごはん（1日の活動のエネルギー源） 

＊朝の排便（学校での腹痛の主な原因） 

＊早寝早起き（疲れをとるために９時までには就寝） 

＊食後の歯みがき（むし歯予防・歯周疾患の予防） 

＊うがい・せっけんでの手洗い（病気・かぜの予防） 

「食事の前、トイレの後、外遊びの後」 

＊手・足のつめ切り・髪の毛などはいつも清潔にしよう 

＊ﾊﾝｶﾁ・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰをいつも身につけ、使用しよう 

 

 

 

保健室から  

 

 

  

 

～１年生が受ける健康診断～   

＊身長・体重の測定 ＊尿検査 ＊視力検査  

＊色覚検査(希望者) ＊聴力検査 ＊心電図検査  

＊内科（結核健診・運動器検査を含む）・眼科・耳鼻科・ 

歯科健診 

 

～健康診断の結果について～ 

＊異常や疾病の疑いがあった場合は「結果のお知らせ」をお

渡しします。通知をもらったら、早めに病院で受診し、「結

果のお知らせ」を学校に提出してください。 

＊異常がなかった場合は特に通知しません。 

「すこやかカード」を御覧ください。 

 

 

 

 

～健康診断に備えて～ 

＊内科検診の前日は、体を清潔にし、下着は 

洗った物にかえ、名前を書いてください。 

＊各健診に合わせて、耳掃除や歯みがきを 

行ってください。 

＊身長・体重測定日は、測定の妨げになる 

ような髪型はしないでください。 

★頭の上で結ばないでください。 

 

 



 

 

小・中・中等教育（前期課程）・特別支援学校（小・中学部）用【新入生】 
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「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」について 
さいたま市教育委員会  

さいたま市教育委員会では、市立学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本

スポーツ振興センター（以下「スポ振」という。）と災害共済給付契約を結んでいます。 

スポ振の災害共済給付は、学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金

の給付を保護者の皆様に対して行う制度で、加入に際しては、あらかじめ保護者の皆様の同意をいただ

いております。当制度の趣旨を御理解いただき、なるべく御加入くださいますようお願いいたします。 

給付の内容等は、スポ振法又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められており、その主な内容は

次のとおりです。 

１ 給付の種類と給付される場合 

学校の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病（ガス中毒、溺水、熱中症、漆等

による皮膚炎など法令で定めのあるもの）の医療費、これらの負傷又は疾病が治った後に障害が残

ったときの障害見舞金、及び負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。 

なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。 

① 授業中 

② 学校の教育計画に基づく課外指導中 

③ 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中 

④ 通常の経路及び方法による通学中 

２ 給付金額 ［災害共済給付の給付基準は、スポ振法施行令第 3 条によります。］ 

① 医療費 初診から治ゆまでの病院・薬局等の医療費総額（医療保険における 10 割分）が

5,000 円以上の場合が給付の対象となります（自己負担は、保険適用外を除き

医療費総額の 3 割分（1,500 円以上）となります）。 

医療保険並の療養に要する費用の 4/10（そのうち 1/10 の分は、療養に伴って

要する費用として加算される分）が支給されます。 

（例）医療費総額が 5,000 円だった場合、2,000 円支給  

ただし、高額療養費の対象となる場合は、医療費自己負担（所得区分により限

度額が定められています。）に「療養に要する費用月額」の 1/10 を加算した額

が給付されます。 

② 障害見舞金 障害の程度に応じて、88 万円（第 14 級）～4,000 万円（第 1 級）が給付されま

す。（通学中の場合は、44 万円～2,000 万円） 

③ 死亡見舞金 3,000 万円が給付されます。 

（運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,500 万円） 

※上記②③の金額は、平成 31 年 4 月以降に対象となる事実が発生した場合の額です。 
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３ 共済掛金 ※令和７年度予定掛金 

保護者等負担額 460円 

教育委員会負担額 460 円 

合計   920 円 

※加入者の掛金（保護者等負担額）については、８月末に指定口座から引き落とし、または納付書

による金融機関等での支払いとなります。 

４ その他 

① 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長 10 年間行われます。 

② 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から 2 年間請求が行われないときは、 

時効によって消滅します。 

③ 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等を受けたときは、その受けた価額の限度

において、給付は行われません。 

④ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校の児童生徒に係る災害につい

ては、医療費の給付は行われません。 

⑤ スポ振の審査により、不備返戻や不支給となる場合もございます。 

 

さいたま市子育て支援医療費助成制度とスポ振災害共済給付制度について 

さいたま市では、0 歳から 18 歳の年度末まで子育て支援医療費助成制度事業を実施しております

が、「学校管理下の災害」につきましては、スポ振の災害共済給付制度加入者は原則として、スポ振

の災害共済給付制度の利用をお願いします。 

災害共済給付制度を利用する際には、医療機関の窓口で「学校管理下の災害」であると申告をして

医療費を負担し、後日スポ振からの給付金を学校経由で受領していただくことになります。 

なお、子育て支援医療費助成制度とスポ振災害共済給付制度は、重複して給付を受けることが出来

ません。後に手続きが煩雑になりますので、窓口での対応は慎重にお願いします。 

【後に手続きが必要となるケース】 

①医療機関窓口で医療費を負担したが、初診から治ゆまでの医療費総額（医療保険における 10 割

分）が 5,000 円未満だった場合、スポ振の災害共済給付制度の対象外のため、医療機関窓口で負

担した医療費について、区役所の保険年金課で払戻し手続きが必要となります。 

②医療機関窓口で子育て支援医療費助成制度を利用し、スポ振の災害共済給付制度も利用して医療

費の給付を受けた場合、後日、子育て支援医療費助成制度を利用分について、区役所の保険年金

課へ返金手続きが必要となります。 
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日本スポーツ振興センター災害共済給付契約 

加入手続に係るお願い 
さいたま市教育委員会  

 

さいたま市教育委員会では、市立学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政

法人日本スポーツ振興センター（以下「スポ振」という。）と災害共済給付契約を結んでいます。

スポ振の災害共済給付は、学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や

見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。教育委員会では加入を推奨しています。 

本制度への加入に同意いただける方は、以下の２つの手続きをお願いします。 

①  加入同意書の提出 
スポ振への加入にあたり、加入同意書（水色用紙）の御提出をお願いいたします。 

加入同意書は本日の説明会資料に同封しています。４月８日（火）にご提出ください。 

②  口座振替の申込 
令和６年度からスポ振掛金の保護者負担金も、学校給食費と同様にさいたま市に直接納付い

ただくことになりました。（A3 判「学校給食の申込と学校給食口座登録について」参照） 

つきましては、次の方法により、可能な限り口座振替のお申込みをお願いします。 

※Web 申込 

Web 申込では学校給食費とスポ振は、それぞれ口座振替の申込が必要です。口座は同一で

お願いします。 

https://www.city.saitama.lg.jp/003/002/014/004/p098162.html 

 

 

※口座振替申込用紙 

上記ホームページ記載の金融機関の口座を開設していない場合は、学校から口座振替依

頼書を受け取り、金融機関等へ提出をお願いします。なお、口座振替依頼書による登録の

場合、申込書 1 部で学校給食費とスポ振掛金を兼ねております。 

※その他 

口座振替が難しい場合は、納付書により金融機関等でのお支払いとなります。 

 

  

お問合せ先 
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 さいたま市教育委員会事務局学校教育部 
①同意書に関すること 
健康教育課 保健係 
TEL:048-829-1678（直通）、FAX:048-829-1990 

②口座振替に関すること 
おいしい給食サポート課 給食会計係 
TEL:048-829-1591（直通）、FAX:048-829-1990 

https://www.city.saitama.lg.jp/003/002/014/004/p098162.html
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スポ振掛金の保護者負担金の手続きに関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ 口座振替を申し込む際、学校給食費とスポ振の２件をまとめて申込できますか？ 

 Web 口座申込では、２件まとめての申込ができません。大変お手数ですが、 

学校給食費とスポ振はそれぞれ１件ずつ口座振替申込の手続きをお願いします。 

（スポ振に加入しない方：スポ振分の口座振替申込不要） 

Ｑ 口座振替登録の〆切はいつまでですか？ 

 紙の口座振替依頼書の場合は、７月１５日までに金融機関窓口に提出です。 

Web 口座申込の場合は、８月５日までです。 

Ｑ 口座振替登録が間に合わなかった分の支払いはどうなりますか？ 

 教育委員会より郵送する納付書にて金融機関窓口やコンビニエンスストア等でお支払いいただ

くこととなります。 

Ｑ Web 口座振替対象の 32 金融機関の口座を所持していない場合はどうすれば良いですか？ 

 紙の口座振替依頼書を使用することにより、市が指定する他の金融機関※を選ぶことができます。

通学先の学校から口座振替依頼書を受け取り、振替を希望する金融機関窓口でお手続きください。

なお、紙での申込の場合、Web での登録よりも登録情報の反映までにお時間をいただいておりま

す。 

※「さいたま市 公金納付」と Web 検索して金融機関の確認をお願いします。 

Ｑ 就学援助(又は生活保護)を申請しますが、口座振替登録は必要ですか？ 

 支援を受けることになった方についても、支援が終了した段階で速やかに口座振替に移行でき

るよう申込の手続きをお願いします。 

Ｑ スポ振掛金の保護者負担金の引き落とし日はいつですか？ 

 ８月３１日です。 

なお、上記の日にちが土日祝日の場合は、翌平日となります。 

また、２学期以降の転入者は、自宅に納付書が送付されますので、金融機関窓口やコンビニエ

ンスストア等にてお支払いをお願いします。 

Ｑ 残高不足で口座引き落としが出来なかった場合、①再振替可能ですか？②学校に現金を持参し

て支払うことはできますか？ 

① 再振替は実施しません。教育委員会に連絡し、納付書の発行手続きをお願いします。 

納付書で金融機関窓口やコンビニエンスストア等にてお支払いができます。 

② 学校では学校給食費・スポ振掛金の保護者負担金のお預かりはいたしません。①と同様に

納付書をご利用ください。 

Ｑ 口座振替ではなく納付書払い希望ですが、納付書はいつ頃届きますか？ 

８月２０日頃です。 
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「さいたま市学校災害救済給付金制度」について 

さいたま市教育委員会 

さいたま市教育委員会には、児童生徒が、万が一、学校で災害（死亡、障害、疾病など）にあった 

場合に、下の表のとおり見舞金等を支給する独自の救済制度があります。対象者は、さいたま市立

の小学校、中学校、中等教育学校（前期課程）及び特別支援学校（小・中学部）に在籍している児童

生徒です。 

 

種類 該当者 給付額 

学校災害被災者 

見舞金 

死亡見舞金 
児童生徒が学校災害により死亡した

場合。 
1,000,000 円 

障害見舞金 
児童生徒が学校災害により負傷し、

治った後に障害が残った場合。 

第 1 級 1,800,000 円 

～第 7 級 150,000 円 

歯牙特別見舞金 

児童生徒が学校災害により負傷し、1

本以上の歯に歯冠補綴を加えた場

合。(注 1) 

1 本  30,000 円 

2 本  50,000 円 

特別見舞金 
上記の他、市教育委員会が必要と認

めた場合。 
100,000 円の範囲内 

学校災害被災者医療費助成金 

児童生徒が学校災害により負傷した

場合に、療養に要する費用の一部を

支給する。(注 2) 

健康保険法の療養に要

する費用の 10 分の 4 の

額 

学校災害被災障害者修学助成金 

児童生徒が学校災害により負傷し身

体障害者福祉法の規定により身体障

害者手帳(1 級・2 級)の交付を受けた

者が、高等学校等又は大学等に進学

した場合に、修学年限支給する。 

高等学校等 

年額 60,000 円 

大学等 

年額 120,000 円 

(注１)障害見舞金に該当する場合は除きます。 

(注 2)医療費助成の期間は、初診日より継続して治療が 10 年を経過してもなお療養を要する場合

に、当該期間の経過後 7 年を限度とします。但し、既に学校災害被災者見舞金の給付を受け

た者は申請できません。（初診日より 10 年間は「独立行政法人スポーツ振興センター災害共

済給付制度」の対象となります。） 

※ 当制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を補完するものとなっ

ております。 

※ 審査により、不備返戻や不支給となる場合もございます。 
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４ 登下校について 

 （１）通学班編成について 

  ・三橋小学校では、児童の安全な登校のために、通学班で登校しています。 

自宅近くの保護者同士で話し合い、登校班を編成していただきます。 

  ・入学説明会でお配りした「新入学児童通学班所属の確認書」をご近所の通学班班長の保護者に

お渡しください。 

班長の保護者が書類をもとに来年度の通学班名簿を作成します。 

  ・入学式翌日より登校班で登校します。 

集合場所や集合時間を班長の保護者に確認しておいてください。 

  

通学班編制の基本的な条件（学校側から推奨している項目） 

・１つの班の編制は、安全上の観点から原則として５～１０人を基本とする。 

 ・男女混合班、兄弟は同一班を基本とする。 

 ・世帯数の多いマンションなどは、同じマンション・アパート内で通学班を編制する。 

 ・原則として班長は新４年生以上、副班長は新３年生以上とする。 

 ・現在の班を 2つに分ける際は、班番号の後にＡ、Ｂと表記する。（例１班⇒１Ａ班 １Ｂ班） 

 

（２）登校について 

 ・１年生の児童は、登校の際に赤白帽子をかぶって登校します。 

・スクールゾーンが朝８時までなので、８時までに登校してください。 

・朝７時５０分に昇降口を開けます。登校が早すぎることのないようにしてください。 

 ・遅刻、欠席の連絡は「スクリレ」アプリを通して学校までお知らせください。 

  ８：１５まで電話はつながりません。電話連絡は８：１５～１６：４５の間にお願いします。 

・登校班や学童への連絡も各ご家庭から忘れずにお願いします。 

 ・遅刻する場合は、教室まで送りに来てください。 

 

（３）下校について 

 ・１年生の間は、近所の友達と下校班を組んで下校します。 

 ・５月９日（金）まではお迎え当番の方に、交代でお迎えをお願いします。 

  校庭で下校班ごとに整列して、人数の確認をします。そろった班から下校を開始します。 

  子どもたちだけで並んで下校できるように、班の後ろから下校の様子を見守って下さい。 

・４月の授業参観日は、懇談会終了後に保護者と下校します。 

 ・５月１２日（月）からは、子どもたちだけで下校します。ご都合のつく方は、途中まで出迎え

ていただければ幸いです。（下校時間は、学校だよりでお知らせします） 

 

 

 

 

 

 

学童へ通う方へ（お願い） 
・通常の名札とは別に、緑色の「学童名札」を入学式の日にお渡しします。（別途集金） 

・学童へ通う日は、必ず「学童名札」を着用して登校させてください。 

・学童をお休みして下校班で下校する日は、「学童名札」をつけずに登校させてください。 

★「学童名札」の有無で、学童への下校か自宅への下校かを判断しますので、着用忘れの無いよう

にご注意ください。 
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５ 学校給食について 

                                    さいたま市立三橋小学校 

                                    

１．学校給食の意義 

 学校給食は、教育の一環として特別活動の中で関連付けられており、教師と児童が同じものを食べながら成長期の

児童の心とからだを育てる大切な「食育」の場です。毎日の給食が望ましい食習慣を形成するよう様々な点に配慮を

して、献立作成・調理・そして給食指導を行っています。また、心とからだを育てるには家庭での食生活も大変重要

です。自分の健康は自分で守ることができるように、ご家庭での食事の配慮もよろしくお願いいたします。 

 

２．学校給食の目標（学校給食法第２条より）  

（１） 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

（２） 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、 

及び望ましい食習慣を養うこと。 

（３） 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

（４） 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重す

る精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

（５） 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重ん

ずる態度を養うこと。 

（６） 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

（７） 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

３．学校給食の内容 （文部科学省の学校給食摂取基準、食品構成に則って実施しています） 

・主食（ご飯・パン・麺）、おかず（主菜・副菜）、            ・旬の食材を使い、季節の味と自然の味を  

 牛乳の組み合わせを中心とした栄養バランスの              大切にしています。 

とれた完全給食です。                          

                                   ・豆類やイモ類、野菜など不足しがちな食品を 

・脂肪の摂り過ぎを防ぐため、1 食に占める                多く使用しています。 

脂質の割合が２０～３０％以内になるよう   

に献立を立てています。                       ・週３．５回の米飯給食を実施しています。 

 

・塩分は２ｇ以下になるようにしています。               ・国産の食材を中心に使用しています。 

                                   ご飯は埼玉県産米を、うどんやパンには 

・献立は和・洋・中など様々です。                    埼玉県産小麦粉を使用しています。 

  

・こどもの嗜好を考慮しつつ、食べてほしい               ・衛生管理を徹底しています。 

 献立を取り入れています。                       （器具等の消毒・中心温度確認・調理員の衛生管理等） 

 

・食物アレルギーにも対応しています。     

 

★月末に、次月の献立表を配付します。 

事前に目を通してご確認ください。 

 

♡三橋小学校給食室♡ 

栄養士 １名 調理員 １３名 

調理業務委託方式（株式会社 和三盆） 

給食数 約１２１０食（令和７年１月現在） 
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４．給食費について 

保護者負担額  １食あたり２６０円・月額４，３８０円×１１ヶ月 

１年生の４月分は３，０８０円   

（いずれも令和６年度の金額であり、変更する場合があります） 

※令和６年度より公会計となっておりますので、さいたま市が口座振替にて徴収いたします。 

 学校給食の申込や口座振替には手続きが必要です。 

詳細は本日の説明会で同封した資料「学校給食の申込と学校給食口座登録について」をご覧ください。 

※給食費は原材料費のみに使われ、光熱水費、施設設備費、人件費等は公費負担です。 

 

５．年間給食実施回数（予定）について  

１年生   １７７回  ・  ２～６年生 １８２回 

※給食回数の調整のため、学校行事などによりお弁当の日がある場合があります。 

※給食費の減額は、病気やその他の事情などで学校を連続６日以上欠席することが事前に分かっている場合に行います。 

申し出があった日（学校給食喫食内容変更届の提出日）を起算日として 6 日後（休日除く）から減額の対象となります。 

 

６．給食が楽しい時間となりますように 

（１）早寝早起きの習慣をつけましょう。 

（２）かならず朝食を食べて登校しましょう。 

（３）排便をすませて登校しましょう。 

（４）できるだけ、好ききらいなく何でも食べましょう。 

    ※入学前に様々な食品を食べさせてください。ピーナッツやアーモンド、くるみなどのナッツ類や、サケやサバなど 

の骨のある切身の魚、きびなごやししゃもなど頭から尾までまるごと食べる小魚類も、給食では提供します。給食で 

初めて食べる、ということがないようにご準備をお願いいたします。 

（５）よくかんで食べるようにしましょう。 

（６）「いただきます」「ごちそうさまでした」など、感謝の気持ちを込めてあいさつができる 

ようにしましょう。 

   ※食べ物が口に入るまでには多くの人を経ていることや、生き物が私たちの食べ物になることを知り、食べ物を大切に 

したり、感謝の気持ちをもったりして食事ができるようにしましょう。 

（７） 食事の前の手洗い、おはしや食器の持ち方などのマナーを身につけておきましょう。 

    ※献立に合わせて学校で箸・スプーン・フォークを用意します。 

（８）決められた時間内に食べられるようにしましょう。 

※通常の喫食時間は２０分くらいですが、はじめのうちは食べる時間を長めにとり、児童の様子を見ながら徐々に 

２０分でたべられるようにしてまいります。    

（９）みかん等の皮むき、ゆでうどんの袋、納豆のしょうゆなどの小袋を自分で開けるなどの練習 

をしておきましょう。 

（10）ご家庭でできるお手伝いは進んでやりましょう。 

    ※給食は児童全員が順番で当番をします。ご家庭でも食事の準備や調理の手伝い、後片付け等を一緒にすることで、 

食事の大切さ、もりつけ方を学んでいきましょう。 
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７．学校給食における食物アレルギー対応について 

（１） 学校給食のアレルギー対応は、あくまでも主治医の診断と指示に基づいて行うものであり、 

保護者の希望だけで対応を行うものではありません。医師が記入する「学校生活管理指導 

表」の提出が必要です。 

（２）さいたま市においては【学校給食における食物アレルギー対応の手引き（改訂版）】に基づ 

き実施しています。 

（３）給食時の対応については面談を行い決定していきます。現在三橋小では、原因食物を除去し 

て提供する【除去食】と、加工品や調理工程で原因食物が除去できない場合に家庭から代替 

品を持参していただく【代替食持参】の対応を実施しております。 

（４）食物アレルギー対応の実施については、対応状況（スタッフの人数、食数など）、児童の実 

態（食物アレルギー対応人数、食物アレルギーの原因食物）、調理場の施設設備等を考慮し 

て決定します。食物アレルギーの原因食物が多岐にわたり対応できない場合や、揚げ油の共 

用不可や工場コンタミネーションの不可、海産物におけるえびかに等の混入の不可など、微 

量でも重篤なアナフィラキシー症状を起こす場合には、学校での食物アレルギー対応ができ 

ない場合があります。食物アレルギー対応を希望される場合は、お早めにお申し出ください。 

 

（連絡先）三橋小学校 栄養士・養護教諭 

        TEL ０４８－６４１－０７９２ 

 

 

 

８．その他 

（１）食中毒防止のため、残した給食は一切持ち帰ることはできません。 

（２）給食小袋（歯ブラシ・コップ・マスク・給食用ナプキン）は毎日家に持ち帰り、清潔なもの 

と交換をお願いします。 

   

 

 

  
給食室外観      調理室（２階建て）  調理の様子（牛乳数え）  調理の様子（下処理）  調理の様子（釜調理） 調理の様子（炊飯） 
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○参考資料 

学校給食摂取基準                            （令和 3年 4月 1日施行） 

 栄   養   所   要   量 1 日の摂取

基準に対す

る学校給食

の割合(%) 

 

区   分 

児童（６～７歳）

の場合 

児童（８～９歳）

の場合 

児童（１０～１１歳）

の場合 

エネルギー（ｋcal） ５３０ ６５０ ７８０ ３３ 

たんぱく質（ｇ） 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％ － 

脂  質（％） 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％ － 

ナトリウム（食塩相当量）（ｇ） １．５未満 ２未満 ２未満 ３３未満 

カルシウム（ｍｇ） ２９０ ３５０ ３６０ ５０ 

マグネシウム（ｍｇ） ４０ ５０ ７０ ３３ 

(中 40) 

鉄（ｍｇ） ２ ３ ３．５ ４０ 

ビタミン A（μｇRE） １６０ ２００ ２４０ ４０ 

ビタミン B１（ｍｇ） ０．３ ０．４ ０．５ ４０ 

ビタミン B２（ｍｇ） ０．４ ０．４ ０．５ ４０ 

ビタミン C（ｍｇ） ２０ ２５ ３０ ３３ 

食物繊維（ｇ） ４以上 ４．５以上 ５以上 ４０以上 

★その他、亜鉛…児童（６～７歳）２ｍｇ、児童（８～９歳）２ｍｇ、児童（１０～１１歳）３ｍｇ 

 についても摂取に配慮しています。 

 

 

 

 

 

 

学校給食の標準食品構成表（児童 1人 1回当たり）（単位：ｇ） 

区分 摂取量 区分 摂取量 区分 摂取量 区分 摂取量 

パン及び麺 

（小麦粉重量） 

１５ 砂糖類 ３ その他野菜類 ７０ 小魚類 ３ 

米等 

 

４９ 豆類 ５ 果物類 ３２ 肉類 １５ 

牛乳 

 

206 豆製品類 １６ きのこ類 ４ 卵類 ６ 

小麦粉及びその製品 

（小麦粉重量） 

５ 種実類 ３ 藻類 ２ 乳類 ４ 

芋及び澱粉類 

 

３０ 緑黄色野菜類 ２３ 魚介類 １６ 油脂類 ３ 

 

 

 

日常の食生活で不足 

しがちな栄養素が特に 

摂取できるように考慮 

されています。 

豆類や小魚類、野菜類

の摂取量が多くなっ

ています。 



〇参考資料：三橋小学校の給食の一例　※写真は大人用です。１年生は写真の７割くらいの分量になります。

大豆入り からし和え

ちくわの磯部揚げ

マンゴープリン

ガパオライス

フォー

菊花和え
とりごぼうごはん

さわらの竜田揚げ

インディアン

スパゲティ

シナモンポテト

ツナサラダ

生揚げと

なすの

みそ炒め

麦ごはん

ごま酢和え

うま塩キャベツ

麦ごはん
春雨スープ

サメの油淋ソース

かけ

じゃがいもの

そぼろ煮

わかめごはん 磯香和え

お月見ゼリー 枝豆サラダ

とんこつラーメン
うさぎ型ハンバーグ

ピリ辛

肉じゃが

麦ごはん
なめたけ和え

みかんゼリー

肉もっそ

そうめん汁

フラワーロール

さつまいもとケール

のシチュー

ひじきのマリネ 麦ごはん

肉豆腐

ごま和え

オレンジライス

小松菜とわかめ

のサラダ

ししゃもフライ

大豆の

しゃりしゃり

揚げ

親子丼

即席漬け

コールスロー

サラダ

きなこ揚げパン ポークビーンズ

さぬき風うどん なめたけ和え

大学芋

焼肉チャーハン

ひじきの

ピリッとサラダ

アジフライ

ジャージャン

豆腐

麦ごはん

もやしのナムル

肉じゃが

新米ピカピカ

ごはん
磯香和え

コーンみそ

ラーメン

ポークしゅうまい

こんにゃく

サラダ

ゆかり和え

けんちん汁

麦ごはん

さんまの 五目豆腐

麦ごはん

昆布和え

即席漬け

ソイ丼
かきたま汁

じゃがいもの

肉みそソース

麦ごはん

五色和え

早生みかん

丹後の

まつぶた寿司 すろっぽ

タコ焼き

じゃこドレサラダ

黒糖揚げパン

豆腐のスープ煮

ごま和え

鶏肉の紅葉焼き

わかめごはん

きのこ汁

さつまいも

ごはん

レモン和え

さばの竜田揚げ

鶏肉とひよこ豆の

レッドカレー

パリパリサラダ

きのこ

スパゲティ

ビーンズサラダ

スパイシーポテト

子どもパン

スライス

ひじきのマリネ

メルルーサのバーベ

キューソースかけ

白いんげん豆

のスープ

大豆の

しゃり

しゃり揚げ

柳川風丼
香り漬け
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６ 学校生活について 

 

 

 

 

 

（１） 学習する教科・領域（週の時間数） 

国語（約 8.5）算数（４）生活（３）音楽（２）図工（２）体育（３） 

道徳（１）特別活動（１）グローバル・スタディ（約 0.5） 

 

（２） 授業・日課等 

① 登校 

家が近所の子どもたちで通学班を編成し、 

決められた通学路を通って登校します。 

１年生は、入学式の翌日から通学班で登校します。 

 

② 授業 

１時間の授業  ４５分間 

（授業の間に５分・２０分の休み時間があります。） 

１年生は、月曜日から金曜日まで、５時間授業です。 

年間授業日数 ２０２日（令和７年度予定） 

 

③ １日の日課 

登校           ８：００～ ８：１５ 

業前の学習・朝の会    ８：１５～ ８：４０ 

１校時～４校時      ８：４０～１２：１０ 

給食・清掃・昼休み   １２：１０～１３：３５ 

５校時         １３：３５～１４：２０ 

 

④ 下校 

同じ学年の同じ地域の子どもたちで 

下校班を作り、まとまって下校します。 

 
45分間、席に座って学習

します。 

 
チャイムに合わせて

生活します。 

 
大きな集団の一員に

なります。 

入学式の翌日から５月９日ごろま

では、保護者の方に交代で学校まで

迎えに来ていただきます。その後

は、１年担任が途中まで付き添うな

ど下校指導をして、徐々に子どもた

ちだけで下校できるようにします。 
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学校生活をよりよくスタートさせるために 

１． 基本的な生活習慣を身に付けましょう。 

・早寝早起きをしましょう。（睡眠は 10時間くらいとるようにしましょう。） 

・トイレは、和式・洋式どちらも使えるようにしましょう。 

使用後は水を流すことも忘れないようにしましょう。 

・食事は、決まった時間内でできるようにしましょう。（給食は約２０分間です。） 

また、苦手な食べ物も一口は食べるようにしましょう。 

・衣服の着替えは２～３分でできるようにしましょう。 

 

２． 自分のことは自分でできるようにしましょう。 

・使ったものは元の場所に片付けましょう。 

・自分の物と友達の物の区別がつくようにしましょう。（持ち物に記名をしてください。） 

・脱いだ衣服は、手早くたためるようにしましょう。 

・靴は立ったまま脱いだり履いたりしましょう。 

・使用後の傘を丸めてしまうようにしましょう。 

・ひもなどがしばれるようにしましょう。 

・翌日の準備をする習慣を身に付けるようにしましょう。 

（時間割や連絡帳を見て翌日の持ち物を揃えます。はじめのうちは、保護者の方と一緒に行うように

してください。） 

 

３． 先生や友達となかよくしましょう。 

・あいさつをしましょう。（おはようございます、さようなら など） 

・名前を呼ばれたら、「はい。」と返事をしましょう。 

・お話は最後まできちんと聞きましょう。 

・困ったことは、言葉で先生に伝えられるようにしましょう。 

（おなかが痛いです。忘れました。など） 

・学校の約束やきまりを守りましょう。（「みはしっ子のやくそく」参照） 

・なかよくなる言葉を使いましょう。（ありがとう。ごめんなさい。入れて。どうぞ。 など） 

・相手の気持ちを考えましょう。（子ども同士のトラブルがあった時は、心にゆとりをもってじっく

り聞き、なかよくする方向でのアドバイスをしてください。） 
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４． 身だしなみを整えましょう。 

・活動しやすく、自分で着替えられる服で登校しましょう。 

・登下校時、体育の時間、外での活動時は、赤白帽子をかぶります。 

・名札を左胸につけます。（４月・５月は、家で着脱します。その間、登下校時は

白い紙で名前を隠すようにします。６月以降は学校に置いていきます。） 

・学童を利用する児童は、クラス用名札の隣に、学童用名札をつけます。 

（学童用名札は、毎日家で着脱します。） 

・ハンカチ、ティッシュペーパーは毎日持っていきます。 

・洗顔や歯みがき、整髪、爪切りなど、衛生面にも気を付けましょう。 

 

 

保護者の方へ お願い 

 

① 入学前に、お子様と一緒に通学路を歩いて、通る道や注意する場所を確認してください。行きと帰り

では見える風景が異なり、道を間違えるお子さんもいますので、よろしくお願いします。 

② お子様に、心身の障害や持病、アレルギー（特に食物アレルギー）等がある場合は、早急に学校まで

ご連絡ください。 

③ 新学期当初は、学校から各種連絡のプリントが数多く配付されます。手紙は「スクリレ」アプリで配

信されるものもありますので、併せてご確認ください。また、提出していただくものもありますので、

よくお読みいただき、落ちのないようにお願いします。 

＊学校からのプリントはきちんと保管し、いつでも確認できるようにしてください。 

④ 転出（転校）が決まったら、できるだけ早く学校にご連絡ください。転出先によって手続きが異なり

ますので、転出入担当者（教務）までお問い合わせください。 
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●学用品の準備 
（１）学校で使用する学用品について 
 ①支給されるもの 
  ・教科用図書（教科書） ※入学式にお渡しします。持ち帰り用の袋をご用意ください 

 

 ②学校で一括購入するもの 

学用品 備     考 

入学式で配布 記名して、翌日から持たせてください。 

・ 連絡袋 連絡帳や手紙、宿題等を入れるケース。A4 がそのまま入るもの。 

・ 連絡帳  

・ ずがちょう  

・ ソフト下敷き（A4） 字を書くときに常に下に敷いて使用。 

・ 名札 １年はクラスカラーの長い名札。２年からは違う形のものを使用。 

＊ カラーペン 水性１８色。（懇談会までに、本体とキャップに記名してください。） 

入学後に懇談会等で配布  

＊ 国語・算数ノート ２学期には国語・算数ともに罫線の違うものを配ります。 

＊ 歌集「うたはともだち」  

＊ ネームペン（黒） 油性。 

＊ たんけんバック バインダーのようなもの。生活科等の観察で使用。 

＊ 植木鉢 ３年生まで使用。 

＊ 液状のり  

 

 ③各家庭で準備していただくもの 

 学用品 備     考 
本日 

販売 

１ 通学用かばん（ランドセル）   

２ 手さげバック （P6-9 参照）  

３ 水筒 肩ひもつきが望ましい。  

４ ハンカチ・ティッシュ ポケットまたはポシェット等に入れて、常に携帯する  

５ ぞうきん（２枚） 各学期２枚程度使用。  

６ ひもつき洗濯ばさみ ３個使用（いすに２個。机のフックに１個）  

７ 道具箱 机に入れて引き出しとして使用。A4 版が入るもの。 ○ 

８ クーピー １２～１５色程度。 ○ 

９ クレパス １６色程度。 ○ 

１０ 油粘土（１㎏） 幼稚園･保育園で使用していたものでも可。 ○ 

１１ 工作板（粘土板） カッターマットとして使用。裏面は粘土板。 ○ 

１２ 防災ずきん 防炎タイプ（カバー付き）。普段はいすの背もたれに固定。 ○ 

１３ 雨傘 記名する場所は P6-9 を参照。  

１４ 置き傘 自分でたたむことができれば、折りたたみも可。  

１５ 上履き袋 （P6-9 参照）  

１６ 上履き 体育館の体育でも使用。運動がしやすいもの。（P6-8 参照） ○ 

１７ 赤白帽子 体育や外遊びの際に着用。１年は登下校時にも着用。 ○ 

１８ 体育着袋 （P6-9 参照） ○ 

１９ ↳  体育着（上下） （P6-7 参照） ○ 

２０ 給食着袋 （P6-9 参照） ○ 
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２１ ↳  給食帽子・給食着 白いかっぽう着。髪の毛を給食帽子にしまう。（P6-8 参照） ○ 

２２ コップ袋 毎日持ち帰り、中身を清潔なものにしてくる。（P6-9 参照）  

２３ ↳  歯ブラシ・コップ コップはこぼれにくく、われにくいもの。（P6-8 参照）  

２４  マスク 配膳時に使用。日中使用しているものをそのまま使用しても可。  

２５  ランチョンマット 給食時に使用。机サイズ縦４５㎝×横６０㎝くらいあるとよい。  

２６ 道具袋 机の横フックにかけて使用。（P6-9 参照）  

２７ ↳  はさみ（ケースつき） 利き手、手のサイズに合ったもの。 ○ 

２８  セロハンテープ 小型で扱いやすいのもの。無くなったら補充する。  

２９ 筆箱 開閉が簡単で、箱型で絵柄の無いのものが望ましい。  

３０ ↳  鉛筆（６Ｂ・５本） 毎日、家で削る。キャップはつけない。絵柄の無いものが望ましい。 ○ 

３１  赤青鉛筆（１本） 赤鉛筆と青鉛筆で別々に用意しても良い。 ○ 

３２  消しゴム よく消せるもの。白で絵柄の無いものが望ましい。 ○ 

３３ さんすうセット 兄姉のお下がり等でも可。 

 

 

 

○ 

 

※ お子さんが使いやすく、手に合うものを選んでください。 

※ 授業に集中できるよう、持ち物は飾りのないシンプルなものをご用意ください。 

※ 事前に家で使う練習をして、自分だけで使用できるものをもたせてください。体育着や給食着

の着がえや、袋へのしまい方も練習しておいてください。 

※ 鍵盤ハーモニカは、1 学期末に希望購入します。今使っている物や、兄姉のお下がりがあれば、

保管しておいてください。 

※ 防犯ブザー・防犯ホイッスルは、例年入学式の時に寄贈品を配付しています。 

  各ご家庭で用意したものを使用していただいても結構です。 

※ 指導の関係で、全員同じものを用意していただきたいものは、学校で一括購入し、入学式や懇

談会等で配布します。費用は入学後に集金させていただきます。 

 

（２）記名について 

・鉛筆１本１本など、すべての物に、ひらがなで記名してください。 

・油性マジックなど、消えないもので、はっきりと記名してください。 

・算数セットは、カードの 1 枚 1 枚まで記名してください。 

・記名の仕方については（P6-7）～（P6-9）を参照してください。 

 

（３）通学用衣服について 

・動きやすい服装で登校してください。また、自分で脱ぎ着できるものにしてください。 

・靴も、履きなれた運動しやすい靴にしてください。ひも靴は、自分で結べるようになっ

てから履かせてください。雨天時は雨靴で登下校をしても構いません。 

・ハンカチ、ティッシュを身につけられる服装にしてください。 

 

 

 

 

算数セット（さんすうらんど S）の内容 

①おはじき、②ブロック、③数字・数図カード、④計算カード、⑤時計、⑥色板、⑦さいころ、⑧学習板 
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（４）本日販売のある物品と販売場所について 

取扱業者 品物 金額 ﾁｪｯｸ 

大宮教材 
さんすうセット（さんすうらんど S） 3,000 円  

小計 3,000 円  

高砂屋 

防災ずきんカバー付き（大明企画） 2,900 円  

サクラクーピー１５色 900 円  

油ねんど（サクラ コロネッタ） 760 円  

小計 4,560 円  

黒古教材 

紙製 おどうぐばこ 620 円  

サクラクレパス ソフトケース入 800 円  

はさみ（ソニック メガサク 学童はさみ） 450 円  

こうさくマット（タフ RA） 440 円  

６B鉛筆５本＋赤青鉛筆＋消しゴムセット 
（三菱ユニ）  （赤７：青３）  （MONO） 600 円  

小計 2,910 円  

埼玉ｶﾙﾁｬｰ 

給食着袋 420 円  

給食着 1,450～1,550 円  

給食帽子 380 円  

体育着袋 530 円  

体育着半袖シャツ ゼッケン付 1,850～1,950 円  

クォーターパンツ 1,320～1,600 円  

うわばき 2,200 円  

赤白帽子 620 円  

小計 8,770～ 円  

 

（５）学用品等の販売店について 

説明会後の教材購入については、以下の業者に直接お問い合わせください。 
※似たもの、お子様が使いやすいものを、各ご家庭で準備いていただいても構いません。  

・学用品等の取り扱い業者 

 

 

 

 

 

・体育着、給食着等の取り扱い業者 

 

                         実店舗での試着や購入もできます。 

                         店舗の詳細や場所はQRコードまたは 

                         「埼玉カルチャー 三橋」で検索 

 

大宮教材 

７８３－１１７１ 

 

 

黒古教材 

６８４－３６８７ 

 

 

高砂屋 

７７１－６７７２ 

 

 

埼玉カルチャー（三橋店） 

６２４－４２５０ 
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●持ち物の記名について 

 持ち物には、全て油性ペンでひらがなで記名してください。 

① 名札 

 名札はクラスカラーとなります。 

 １組 赤色  ２組 青色  ３組 黄色 

 ４組 白色  ５組 緑色  6組 桃色 

 ※名札は、入学式当日に記名したものを受付でお渡しします。 

（紛失した場合は、担任に連絡してください。） 

② 体育着・赤白帽子 

 ＊下校班が決まりましたら、帽子の赤い方の頭頂部に、地区別リボンを縫い付けてください。 

  地区別リボンは、本日（新入学時保護者説明会当日）お渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 鉛筆                       ④ぞうきん 

 

 

 

 

 

体育着袋  大きさの目安 たて３６㎝ × よこ ３４㎝ 

＊赤白帽子の白い方の

左側に学年、組、氏名を

書きます。 

シールは剝がれやすいので、鉛筆本体

に直接記名してください。 

 

 

 

 

クォーターパンツ

は、ひもを抜いて

ゴムひもを入れて

ください。また、本

人がわかる所に、

必ず記名をしてく

ださい。 

 

ゼッケンの大きさ 

たて１４㎝×よこ１８㎝ 

背中にもつけてください。 

記名のしかたは、こちらの 

サイトに写真付きで紹介して 

います。参考にご覧ください。 
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⑤給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥上ばき 

 

 

 

 

給食着袋  大きさの目安 たて３０㎝ × よこ２７㎝ 

コップ袋  大きさの目安 たて ２０㎝ × よこ １８㎝ 

    （ひもを引っ張った時のひもの長さ １５㎝） 

    （机の横にかけます。） 

上ばき袋 

 大きさの目安 たて２７㎝ × よこ２０㎝ 

 

 

 

 

 

※上ばきは、体育館での体育でも使用します

ので、甲の部分もゴム等でおおわれている

ものが望ましいです。 

帽子 

コップ 

歯ブラシ 

マスク ランチョンマット 

袋 

袋 

エプロン 
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⑦かさ 

 

 

 

 

⑧算数セット  ＊数が多いですが、一つひとつに記名をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

☆必要な袋と大きさの目安     ＊袋にも記名をお願いします。 

 袋の種類 大きさの目安（たて×よこ） 備考 

１ 体育着袋 ３６㎝ × ３４㎝ 
冬に着用するトレーナー、長ズボン等も

入る大きさ 

２ 給食着袋 ３０㎝ × ２７㎝ 
 

３ コップ袋 ２０㎝ × １８㎝ 
ひもを引っ張った時のひもの長さ１５

㎝程度（机の横にかけます。） 

４ 上ばき袋 ２７㎝ × ２０㎝ 
 

５ 手さげバッグ ３２㎝ × ４３㎝ 
用具の持ち帰りに使用するので、袋の内

側に記名してください。 

６ 道具袋 ２０㎝ × １８㎝ 
ひもを引っ張った時のひもの長さ１５

㎝程度（机の横にかけます。） 

（大きさは、おおよその目安です。） 

 

持ち手の所にマークを付

けるなど、自分の傘を見つ

けやすいようにしておく

ことをおすすめします。 

１枚１枚に記名してください。 
１つ１つに記名してください。 

 

 

 

計算カード 

ブロック 

おはじき 

 傘を束ねるバンドの内側に記名してください。 



入学までの流れ  

日付  やること  留意点  

２月６日 (木 )  新 入 学 児 童 保 護 者説

明会  

·  欠席された場合は、事前連絡の上、本

校 事 務 室 に 、 資 料 を 受 け 取 り に 来 て

ください。  

２月１７日 (月 )  

まで  

新 入 学 児 童 通 学 班所

属の確認書の提出  

·  「通学班所属について」（ピンク色用

紙）を記入して、新通学班の班長 に提

出してください。  

入学式まで  日 本 ス ポ ー ツ 振 興セ

ン タ ー 災 害 共 済 給付

の手続き  

·  「加入同意書」（水色用紙）をご記入

ください。４月８日（火）入学式の受

付にご提出ください。  

·  口座振替の申込をしてください。  

（しおり 3 - 6 ページ参照）  

給食の申込手続き  ·  「さいたま市学校給食申込書」（ A3

判切り取り用紙）をご記入ください。

４月８日（火）入学式の受付にご提出

ください。  

·  口座振替の申込をしてください。  

（ A3 判「学校給食の申込と学校給食

口座登録について」参照）  

学用品の準備  ·  しおり 6 - 4 ページを参考に、学用品

の用意をしてください。  

·  学 用 品 の 一 つ ひ と つ に 記 名 を お 願 い

します。記名のしかたは、左記 QR コ

ー ド よ り 「 令 和 ７ 年 度 新 入 学 児 童 保

護 者 説 明 会 」 の サ イ ト で ご 確 認 い た

だけます。  

·  説 明 会 で 販 売 し た 学 用 品 の 追 加 購 入

等 は 、 各 教 材 社 に お 問 い 合 わ せ く だ

さい。（ 6 - 6 ページ参照）  

４月７日 (火 )  入学式  ·  「入学式のお知らせ」をご確認の上、

ご参加ください。  

·  「スポ振の加入同意書 」と「給食申込

書」を忘れずにご持参ください。  

 

三橋小学校に入学しないことが決まった場合は、  

早急に三橋小学校（641-0792）へご連絡ください。  

Web 口座申込は、２件まとめて申込が  

できません。お手数ですが、スポ振と  

給食費のそれぞれで申込をお願いします。  



 

下校班編成の進め方 

① 受付後、体育館内に掲示された

拡大地図に、自宅の位置を示す

シールを貼ってください。 

② 職員が下校ルートをもとに、下

校班を仮組します。 

③ 説明会後、仮組した下校班で集

まり、保護者同士で確認、調整し

て、下校班を決定してください。 

④ 下校班名簿に名前や住所を記入

し、下校班の班長（連絡担当）を

決めてください。 

⑤ 入学式以降のお迎え当番を決め

てください。 

お迎え当番が決まった班から終

了です。学用品販売へ移動してく

ださい。 



 

 

  下校班名簿（      ）  コース     班 

            班長保護者氏名             

№ 児童氏名 クラス 住  所 TEL 備考 
（学童等） 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

 
     

 
     

 

お迎え当番表（※変更の可能性があります。入学後の学年便りで日程の確認をお願いします。） 

月日 下校予定時刻 お迎え当番 月日 下校予定時刻 お迎え当番 

4/9(水)  入学式後保護者と下校 4/28(月) １４：１５ 引渡訓練後保護者と下校 

4/10(木) １１：２０ ・ 4/29(火)  昭和の日 

4/11(金) １１：２０ ・ 4/30(水) １３：３５ ・ 

4/14(月) １１：３５ ・ 5/1(木)  さいたま市民の日 

4/15(火) １１：４５ 懇談会後保護者と下校 5/2(金) １３：３５ ・ 

4/16(水) １１：３５ ・ 5/5(月)  こどもの日 

4/17(木) １３：３５ ・ 5/6(火)  振替休日 

4/18(金) １３：３５ ・ 5/7(水) １３：３５ ・ 

4/21(月) １３：３５ ・ 5/8(木) １４：３０ ・ 

4/22(火) １３：３５ ・ 5/9(金) １４：３０ ・ 

4/23(水) １３：３５ ・ 
・お迎え当番を、各日１～２名程度決めてください。 

・決定後変更する場合は、下校班班長保護者を中心に連絡を

取り合って変更してください。 
4/24(木) １３：３５ ・ 

4/25(金) １３：３５ ・ 

 


